


１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

　　農地中間管理機構の活用方針
　　農地所有者は農地中間管理事業を活用し中心経営体へ農地を集積・集約していく。また、市は借受先が見つ
かっていない農地をホームページで公表し随時更新する等迅速な情報発信に努めるとともに、受け手の借受希
望条件等の現況について随時情報収集し把握することでマッチングの円滑化を図る。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・令和２年度に実施したアンケート調査の結果、回答者のうち６５歳以上の者の割合が約６４％であり、高齢化が進んでい
る。
・芦野地区等では耕作放棄地化した畑が増加している。
・暗渠排水の整備がされていない泥炭水田では、機械がぬかるため辞める農家が多い。
・畑では、土壌の性質の違いによりかかる労力や作物の品質が大きく異なるため面積的な部分のみで集約化を行うことが
困難。

　金木北地区の農地利用は中心経営体である８６経営体が担うほか、入作を希望する認定農業者や認定新規
就農者の受け入れを促進することにより対応していく。

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 ３５ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 １５ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 ２５８ｈａ

１３２ｈａ

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

五所川原市
金木北地区（神原･蒔田･藤枝･金
木町（沢部､朝日山､芦野）･川倉･
喜良市（坂本））

令和3年1月19日 令和6年2月29日

①地区内の耕地面積 １，０８０ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 ３７５ｈａ

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計


